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令和７年度相談支援事業者連絡会の報告について 

 

 

１ 相談支援事業者連絡会とは 

  墨田区障害者基幹相談支援センターが、区内１５か所の相談支援事業所と区民の計画作

成件数の多い他区の相談支援事業所５か所を対象に、相談支援従事者の質の向上と地域の

連携体制（相談支援体制）の強化を図る目的として、連絡会を年間６回開催している。 

  なお、実施にあたっては「事例検討会」または「研修会」を同時開催している。 

 

 

２ 活動内容 

令和７年度 日時 参加事業所 内容 

第１回 
5月 29日（木） 

13時 30分～ 
15事業所 

・避難行動要支援者個別避難計画作成について 

・算定シートの書式変更について  

・精神相談事業、講演会の案内             

・相談支援事業所訪問について 

 

【事例検討会】 

・「今年度の内容について意見交換」（グループ

ワーク形式） 

第２回 
7月 17日（木） 

13時 30分～ 
12事業所 

・令和７年度 基幹相談支援センター業務につ

いて 

・相談支援事業所からの情報提供 

 

【事例検討会】 

・意見交換会  

「プラン作成やサービス調整時の困りごとに

ついて」（グループ形式） 

・墨田区高齢者支援総合センター・高齢者みま

もり相談室について （墨田区地域包括支援セ

ンター 機能強化（基幹型）担当） 

第３回 
9月 25日（木） 

13時 30分～ 
12事業所 初任者説明会 

第４回 
10月 16日（木） 

13時 30分～ 
16事業所 

・基幹相談支援センターの事業報告（中間） 

・虐待防止センターの実績報告（中間） 

・相談支援事業所からの情報提供 

 

【事例検討会】 

・知的障害者（３０歳）の自立と親子関係につ

いて（架空事例） 

第５回 
12月 18日（木） 

13時 30分～ 
12事業所 

【研修会】 

「サービス等利用計画 どう書いていますか」 
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第６回 
2月 19日（木） 

13時 30分～ 

12事業所 

+ 

高齢者支援

総合センタ

ー４事業所 

・医療的ケア児等コーディネーター連絡会（区

部）より情報提供（相談支援事業所より） 

・計画相談支援の業務に係るご確認いただきた

い事項について 

・サービス提供事業所へのプランの共有につい

て 

・プランの作成におけるお願い 

・モニタリングの適切な実施について 

・サービス提供事業所（新規・空き）関する情

報提供について 

・地域拠点に関すること 

・短期入所に関すること 

【研修会】 

「高齢化社会における 80：50 ケースの世帯支

援」  
          

 


